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野
焼
き
や
不
適
正
な
焼
却
は
特

別
な
場
合
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、農
業
を
営
む
た
め
に
次

の
目
的
で
行
わ
れ
る
焼
却
に
つ
い

て
は
、
火
入
れ
許
可
を
受
け
た
も

の
に
限
り
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

① 

地
ご
し
ら
え

　

② 
開
墾
準
備 

　

③ 
害
虫
駆
除

　

④ 

焼
畑

　

⑤ 

採
草
地
改
良

　
　
こ
れ
ら
の
目
的
で
焼
却
を
行
う

場
合
に
は
、事
前
に
農
林
課
へ「
火

入
れ
許
可
申
請
」
を
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、作
業
を

さ
れ
る
方
は
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
た
だ
し
、申
請
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
苦
情
等
が
あ
れ
ば
指
導
を
行
い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
課

◆
全
額
免
除
以
外
の
場
合
、
残
り

の
一
部
保
険
料
を
納
め
な
い
と
未

納
期
間
に
な
り
ま
す

▼
全
額
免
除
…
保
険
料
の
全
額
が

免
除
さ
れ
ま
す
。年
金
額
は
２
分
の

１
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
４
分
の
３
免
除
…
保
険
料
の
４

分
の
３
が
免
除
さ
れ
ま
す
。年
金
額

は
８
分
の
５
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

各
月
の
納
付
額
…
３
，７
６
０
円

▼
半
額
免
除
…
保
険
料
の
２
分
の

１
が
免
除
さ
れ
ま
す
。年
金
額
は
４

分
の
３
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

各
月
の
納
付
額
…
７
，５
１
０
円

▼
４
分
の
１
免
除
…
保
険
料
の
４

分
の
１
が
免
除
さ
れ
ま
す
。年
金
額

は
８
分
の
７
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

各
月
の
納
付
額
…
１
１
，２
７
０
円

◆
一
部
免
除
の
期
間
は
２
年
以
内

に
納
め
な
け
れ
ば
、
未
納
期
間
と

な
り
、老
後
に
受
け
取
る
年
金（
老

齢
基
礎
年
金
）や
、
死
亡
・
障
害
に

対
す
る
年
金（
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
）を
受
け
取
れ
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。免
除
承
認

後
、
残
り
の
保
険
料
の
納
付
書
が

届
き
ま
す
の
で
、必
ず
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
一
部
免
除
の
承
認
を
さ
れ
た
人

も
、
年
金
の
受
取
額
を
満
額
に
近

づ
け
る
た
め
、
10
年
遡
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
経
過
年
数
に
応

じ
た
加
算
額
あ
り
）。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　　　
0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　　

日
本
年
金
機
構
で
は
、国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
方
に
対

し
て
、
電
話
・
文
書
・
訪
問
な
ど
に

よ
る
納
付
の
ご
案
内
や
免
除
等
の

申
請
手
続
き
の
ご
案
内
を
、
民
間

業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

▼
平
成
22
年
10
月
か
ら
の
委
託
事

業
者
は（
株
）ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト（
南

国
年
金
事
務
所
管
内
）で
す
。

　
　

そ
の
他
の
地
域
の
担
当
委
託
事

業
者
に
つ
い
て
は
、日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
近
く
の
年

金
事
務
所
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
ご
注

意
！

　　

委
託
事
業
者
が
電
話
に
よ
り
納

付
の
ご
案
内
を
行
う
場
合
は
、
お

客
様
の
納
付
状
況
を
確
認
し
な
が

ら
、
厚
生
労
働
省
（
日
本
年
金
機

構
）の
発
行
す
る
納
付
書
に
よ
り
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
依
頼
し
ま

す
。こ
の
た
め
、
銀
行
の
口
座
番
号

を
指
定
し
、Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
に
よ
り

保
険
料
の
振
り
込
み
を
お
願
い
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　

委
託
事
業
者
の「
納
付
督
励
員
」

が
訪
問
し
て
お
金
を
お
預
か
り
す

る
場
合
、
身
分
証
（
納
付
督
励
員

証
明
証
）
を
提
示
し
、
厚
生
労
働

省（
日
本
年
金
機
構
）が
発
行
す
る

納
付
書
を
お
持
ち
の
方
に
限
り
、

保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
方
か

ら
保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　　　
0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

総
務
省
が
実
施
し
て
お
り
ま

す
、「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免

除
世
帯
」お
よ
び
、「
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
」へ
の
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
受
信
の
た
め
の
支
援
に
つ

い
て
は
、
申
込
み
期
限
が
平
成
23

年
９
月
15
日
ま
で（
消
印
有
効
）と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
継
続
し
て
受

け
付
け
を
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

総
務
省　

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー

支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

　　　　
0
5
7
0
ー
0
2
3
7
2
4

 
 

こ
の
週
間
は
、住
民
の
皆
さ
ま
に

建
築
基
準
法
の
目
的
等
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
だ
き
、違
反
建
築
の
防

止
を
図
る
と
と
も
に
、
建
築
に
関

す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
と
良

好
な
住
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
全
国
的
に
行
っ
て
い
る
も

の
で
す
。

◆
建
築
確
認
申
請
の
手
続
き
は
着

工
前
に
！

　
　

都
市
計
画
区
域
内（
野
市
町
全

域
・
香
我
美
町
お
よ
び
夜
須
町
の

一
部
）で
建
築
物
を
新
築
ま
た
は

10
㎡
を
超
え
る
増
築
を
す
る
場

合
、
着
工
前
に
建
築
確
認
申
請
を

提
出
し
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　　

ま
た
、都
市
計
画
区
域
外（
吉
川

町
お
よ
び
赤
岡
町
全
域
・
香
我
美

町
お
よ
び
夜
須
町
の
一
部
）で
も

一
定
の
建
物
を
除
き
、
建
築
確
認

申
請
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
住
宅
都
計
課

　
　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
、今
年
も
10
月
11
日（
火
）

〜
20
日
（
木
）
、全
国
一
斉
に
全
国

地
域
安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
運
動
の
重
点
目
標

★
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

★
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
犯
罪

の
防
止

★
万
引
き
、自
転
車
盗
の
防
止

★
少
年
の
健
全
育
成

　
　

地
域
の
一
人
ひ
と
り
が
「
自
分

た
ち
は
決
し
て
犯
罪
や
事
故
の
被

害
者
に
な
ら
な
い
」と
い
う
自
主
防

犯
意
識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

自
主
防
犯
意
識
を
個
人
だ
け
で
な

く
、
職
場
や
地
域
に
ま
で
広
げ
て
、

地
域
社
会
全
体
へ
地
域
安
全
運
動

の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
香
南
警
察
署
内
・
香
南
地
区
地

域
安
全
協
議
会
地
域
安
全
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
・
長
田
麻
紀
）

■
実
施
期
間　

12
月
31
日（
土
）ま
で

　
　

例
年
、
高
齢
者
の
関
係
す
る
事

故
は
、全
交
通
事
故
の
３
分
の
１
ほ

ど
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
　

特
に
９
月
か
ら
12
月
に
か
け
て

死
亡
事
故
が
多
発
し
、そ
の
犠
牲

者
の
多
く
を
高
齢
者
が
占
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、高
齢
者
交
通
事
故
防

止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
中
で
す
。

　　

香
南
警
察
署
で
も
管
内
の
高
齢

者
宅
を
訪
問
し
、交
通
事
故
防
止

を
呼
び
か
け
ま
す
。

　　

高
齢
歩
行
者
が
最
も
事
故
に

　　

あ
い
や
す
い
の
は
、道
路
を
横

　　

断
す
る
と
き
で
す
。　　　　　

★
無
理
な
横
断
は
事
故
の
も
と
で

す
。し
っ
か
り
と
左
右
の
安
全
を
確

か
め
て
か
ら
渡
り
ま
し
ょ
う
。

★
薄
暮
時
や
夜
間
外
出
時
に
は
、

反
射
材
を
積
極
的
に
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

（
高
齢
者
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
岡
﨑
由
美
）

こ
う
な
ん
９
月
号
は
、「
古
道 

塩
の
道
を
行
く（
前
編
）」に
釘
付
け
で
し
た
。

　
　

昔
の
人
の
つ
ら
い
生
活
や
、
つ
ら
い
一
生
の
状
況
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
も
、
早
く
後
編
を
見
た
い
…
と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

（
９
月
号
）
毎
月
の
広
報
紙
と
し
て
は
ペ
ー
ジ
数
が
多
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。
内
容
を
し
ぼ
る
べ
き
。
全
ペ
ー
ジ
が
カ
ラ
ー
刷
り
で
、
経
費
を
か
け
す
ぎ
だ
と
思
う
。　

広

報

へ

の

ご

意

見 農

業

 

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
業
務

 

を
民
間
委
託
し
て
い
ま
す

　　

農
業
関
係
者
の
皆
さ
ま
へ

　　
「
火
入
れ
に
つ
い
て
」

年

金

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部

免
除
が
承
認
さ
れ
た
方
へ

そ

の

他

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信
の

　

た
め
の
支
援
の
継
続
に
つ
い
て

【問い合わせ】　市役所健康対策課

　　生活保護を受けている人は自己負担金の免除制度

がありますので、必ず接種前に申請してください。

●申請窓口
　・福祉事務所（のいちふれあいセンター）

　・健康対策課（赤岡保健センター）

　・各支所

●必要な物　印鑑

※免除申請は原則、本人または本人から委任を受けた
　同一世帯に属する人とします

■対象／香南市に住民登録がある

①６５歳以上の人

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、じん臓、呼吸器の機能

　　に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障

　　害がある人、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機

　　能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

　　（身体障害者手帳1級相当）

■実施期間　　10月1日（土）～12月31日（土）
※ただし医療機関の休診日は除く

■実施場所　　高知県内の委託医療機関

　　事前に希望する医療機関に問い合わせ、接種日等を確

認し、健康保険証・身体障害者手帳等対象者であることが

確認できるものを持参してください。

■接種回数　　1回のみ

■接種料金（自己負担金）　　1,000円

 

10
月
11
日（
火
）〜
17
日（
月
）は

 

違
反
建
築
防
止
週
間
で
す

〜
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
〜

全
国
地
域
安
全
運
動
実
施

　　 

高
齢
者
交
通
事
故
防
止

　　 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中

１０月３１日（月）です。
期限内の納付をお願いします。　

平成２３年度

市 県 民 税

国民健康保険

第３期

第４期
の納期限は

高齢者インフルエンザ定期予防接種
のお知らせ

自己負担金の免除について

１０月２４日（月）から、会社・法人登記事務を
　　高知地方法務局登記部門で取り扱うことになりました！

　　～　問い合わせ　～　

　　・高知地方法務局

　　　　高知市栄田町２丁目２ー１０

　　　　　　 ０８８ー８２２ー３３３１

　　  ・香美支局　　　　５２ー３０４９

　　  ・高知地方法務局ホームページ

　　　　http://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/

　

　

　

　

　

　

高知地方法務局
登記部門（商業登記所）

会社・法人登記の専門家

集団による質の高いサー

ビスを提供します。

高知地方法務局
からのお知らせ

１０／２４（月）から１

香美支局

印鑑証明書、登記事項

証明書、印鑑カードの交

付・廃止、電子証明書に

関する事務は引き続き

取り扱っています。

日本民間放送連盟 ２００９○C

【チーム名】　NOAH〈ノア〉

【練習場所】　野市中学校グラウンド

【練習日時】　毎週土曜日　20：00～22：00

問い合わせ／／（代表）乾 和広 　　　０９０-２７８４-５４３７▼

香
南
警
察
署

55
ー
0
1
1
0

(14)(15) 広報こうなん ２０１１.１０ 広報こうなん ２０１１.１０
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